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理 由 

本案は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づき、入湯税に関する規定

を整備しようとするもので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を求めるものである。 



田川市市税条例の一部を改正する条例 

田川市市税条例（昭和２６年条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次を付する。 

目次 

第１章 総則 

第１節 通則（第１条―第６条） 

第２節 賦課徴収（第７条―第２２条） 

第２章 普通税 

第１節 市民税（第２３条―第５３条の１２） 

第２節 固定資産税（第５４条―第７９条） 

第３節 軽自動車税（第８０条―第９１条） 

第４節 市たばこ税（第９２条―第１０２条） 

第５節 鉱産税（第１０３条―第１３０条） 

第６節 特別土地保有税（第１３１条―第１４０条） 

第３章 目的税 

第１節 入湯税（第１４１条―第１４８条） 

附則 

第３条に次の１項を加える。 

２ 市税として課する目的税は、入湯税とする。 

第１９条中「、第１３９条第１項」の次に「又は第１４５条第３項」を加え、同条第１

号中「第１０５条」の次に「又は第１４５条第３項」を加える。 

本則に次の１章を加える。 

第３章 目的税 

第１節 入湯税 

（入湯税の納税義務者等） 

第１４１条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。 

（入湯税の課税免除） 

第１４２条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。 

⑴ １２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 

⑵ 共同浴場又は一般公衆浴場において入湯する者 



⑶ 専ら日帰り客の利用に供される施設に１，０００円（消費税法の規定により課され

るべき消費税に相当する金額及び法第２章第３節の規定により課されるべき地方消費

税額に相当する金額を除く。）以下の利用料金で入湯する者 

⑷ 社会福祉施設（社会福祉法第２条第１項に規定する社会福祉事業の用に供する施設

をいう。以下同じ。）に設置された鉱泉浴場において入湯する者 

 （入湯税の税率） 

第１４３条 入湯税の税率は、入湯客１人１日について、１５０円（日帰りの入湯客にあ

っては、５０円）とする。 

 （入湯税の徴収の方法） 

第１４４条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。 

 （入湯税の特別徴収の手続） 

第１４５条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。 

２ 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなけ

ればならない。 

３ 第１項の特別徴収義務者は、毎月１５日までに、前月１日から同月末日までに徴収す

べき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提

出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。 

 （入湯税に係る不足金額等の納入の手続） 

第１４６条 入湯税の特別徴収義務者は、法第７０１条の１０、第７０１条の１２又は第

７０１条の１３の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は

過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限

までに、納入書によって納入しなければならない。 

 （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４７条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる

事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、

直ちにその旨を申告しなければならない。 

⑴ 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しな



い者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

 ⑵ 鉱泉浴場施設の所在地 

 ⑶ 前２号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項 

 （入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等） 

第１４８条 入湯税の特別徴収義務者（共同浴場、一般公衆浴場又は鉱泉浴場が設置され

た社会福祉施設の経営者を除く。）は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿

に記載しなければならない。 

２ 前項の帳簿は、その記載の日から１年間これを保存しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （入湯税に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に鉱泉浴場を経営している者は、改正後の田川市市税条例

第１４７条の規定にかかわらず、この条例の施行後速やかに同条に規定する事項を市長

に申告しなければならない。 

 

 


